
　　　　　　　　　

摂津市議会

議会運営委員会記録

平成２２年９月７日

摂 津 市 議 会



議 会 運 営 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２２年９月７日（火）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　午前１０時４１分　閉会

１．場所

第一委員会室

１．出席委員

委 員 長 森内一蔵  副委員長 山崎雅数  委　　員 村上英明

委　　員 大澤千恵子  委　　員 三宅秀明  委　　員 森西　正

委　　員 原田　平 

議　　長 上村高義  副 議 長 安藤　薫 

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

副市長　小野吉孝 総務部長　有山　泉

１．出席した議会事務局職員

事務局長　野杁雄三 同局局次長　藤井智哉 同局参事　池上　彰

同局主査　湯原正治 同局書記　田村信也

１．案件

・平成２２年第３回定例会審議日程及び議事日程について
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（午前１０時　開会）

○森内一蔵委員長　議会運営委員会を開

会いたします。

　まず理事者から挨拶を受けることにし

ます。

　小野副市長。

○小野副市長　９月に入りましても真夏

日が続いております。そういう本日、議

会運営委員会を開催いただきましてあり

がとうございます。お手元の資料のとお

り、来る９月１０日に開催予定の第３回

定例会におきまして、報告案件１件、認

定案件９件、予算案件２件、条例案件４

件、人事案件３件、その他７件の、計２

６件の議案案件を予定いたしております。

　案件の概要につきましては総務部長よ

り説明いたしますので、よろしくお取り

計らいの程、お願い申し上げます。

○森内一蔵委員長　あいさつが終わりま

した。本日の委員会記録署名委員は村上

委員を指名いたします。

　それでは、第３回定例会の提出議案に

ついて概略説明をお願いいたします。

　総務部長。

○有山総務部長　それでは、平成２２年

第３回摂津市議会定例会提出案件の概略

説明をさせていただきます。

　説明に入る前に今回、議案の参考資料

として提出しておりますものに誤りがご

ざいましたのでお詫びをいたしまして、

訂正を申し上げます。議案参考資料の３

ページ、議案第５５号、参考資料１６行

目、昭和１９年となっておりますのは、

平成１９年の誤りでございます。同じく、

議案参考資料５ページ、議案第５７号、

参考資料９行目、末尾でございますが、

長崎県医師会看護学通信教育修了の修了

が「終わる」了となっておりますが、

「修める」了に訂正を行います。それか

ら１７行目なんですが、昭和１８年となっ

ておりますが、平成１８年の誤りでござ

います。

　今後このようなことがないように、お

詫びを申し上げ、訂正をお願いいたしま

す。

　今回行います案件についてご説明を申

し上げます。

　まず、報告第１３号は「平成２１年度

決算に基づく健全化判断比率及び資金不

足比率報告の件」であります。地方公共

団体の財政の健全化に関する法律、第３

条第１項、第２２条第１項に基づき、各

健全化判断比率及び資金不足比率を議会

に報告するものです。平成２１年度決算

後の各比率ですが、実質赤字比率、連結

実質赤字比率はそれぞれ黒字であり、実

質公債費比率は７．０％、将来負担比率

は４．８％と、それぞれ早期健全化基準

を大きく下回っております。また、水道

事業会計及び公共下水道事業特別会計で

は、資金不足は発生しておりません。

　次に認定第１号から認定第９号は、平

成２１年度摂津市一般会計歳入歳出決算

認定の件、その他事業会計、特別会計の

決算でございます。お手元に配布させて

いただいております、平成２１年度各会

計決算一覧表に基づきまして説明させて

いただきます。

　まず、認定第１号、「平成２１年度摂

津市一般会計歳入歳出決算認定の件」で

ございますが、歳入決算額３４８億３，

６２２万２，６８７円、歳出決算額３３

９億９，６７５万４，１９１円、歳入歳

出差引額８億３，９４６万８，４９６円、

翌年度へ繰り越すべき財源として６億８，

６４８万３１２円、実質収支額１億５，

２９８万８，１８４円となっております。

　次に、認定第２号、「平成２１年度摂

津市水道事業会計決算認定の件」でござ

います。収益的収入及び支出の欄でござ
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いますが、収入額といたしまして２４億

５８８万２，３９５円、支出額といたし

まして２１億２，６３７万８，４３３円

となり、差引額では２億７，９５０万３，

９６２円の黒字となっております。次に

資本的収入及び支出では、収入額５億３，

０８７万円、支出額１０億７，５１１万

９，０９０円となり、差引額５億４，４

２４万９，０９０円の収支不足となって

おります。

　認定第３号、「平成２１年度摂津市国

民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の

件」でございます。歳入決算額は９５億

６，９８４万１，４７２円となり、歳出

決算額９９億６，１２７万８，４１６円、

歳入歳出差引額３億９，１４３万６，９

４４円の収支不足額となっております。

　次に、認定第４号、「平成２１年度摂

津市老人保健医療特別会計歳入歳出決算

認定の件」でございますが、歳入決算額

３，１４５万３，１５９円、歳出決算額

３７３万１，６８５円、歳入歳出差引額

２，７７２万１，４７４円となっており

ます。

　認定第５号、「平成２１年度摂津市財

産区財産特別会計歳入歳出決算認定の件」

でございます。歳入決算額１５億６，５

７３万５，９７０円、歳出決算額４，７

１０万９，０９４円、歳入歳出差引額１

５億１，８６２万６，８７６円となって

おります。

　認定第６号、「平成２１年度摂津市公

共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

の件」では、歳入決算額５６億２，２０

１万８，４２５円、歳出決算額５７億３，

４９８万６１９円、歳入歳出差引額は１

億１，２９６万２，１９４円の収支不足

となっております。

　次に、認定第７号、「平成２１年度摂

津市パートタイマー等退職金共済特別会

計歳入歳出決算認定の件」では、歳入決

算額１，４１６万４２０円、歳出決算額

は同額の１，４１６万４２０円となって

おり、歳入歳出差引額はゼロ円となって

おります。

　認定第８号、「平成２１年度摂津市介

護保険特別会計歳入歳出決算認定の件」

でございます。歳入決算額３５億８，２

５２万８，７１３円、歳出決算額３５億

３０８万６，８３６円、歳入歳出差引額

７，９４４万１，８７７円となっており

ます。

　続きまして認定第９号は、「平成２１

年度摂津市後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算認定の件」でございます。

歳入決算額６億１，０４３万１，６４２

円、歳出決算額５億８，７７２万２，７

３７円、歳入歳出差引額２，２７０万８，

９０５円となっております。

　次に議案第５３号から第５４号までは

各会計の平成２２年度補正予算でござい

ます。議案第５３号の「平成２２年度摂

津市一般会計補正予算（第２号）」は既

定の予算額に６，２３２万円を追加し、

補正後額３２０億４，７３９万１，００

０円といたすものであります。歳入とい

たしまして大阪府安心こども基金特別対

策事業費補助金、介護保険特別会計繰入

金を計上しております。

　歳出の主なものとして、子育て情報ネッ

トワークシステム構築設計委託料、地域

子育て支援園庭開放推進事業補助金、各

扶助費の過年度分国費府費の返還金を計

上しております。

　次に債務負担行為の補正として一般廃

棄物収集運搬業務委託事業を一括して平

成２３年度から平成２７年度までの複数

年契約を行うため債務負担行為の設定を

行い、その限度額を７億７，５６０万円

としております。また、学校給食調理業
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務等委託事業平成２３年度から平成２５

年度までの複数年契約を行うため債務負

担行為の設定を行い、その限度額を６，

１５０万円としております。

　次に、地方債の補正でございますが、

平成２２年度普通地方交付税額の決定に

伴い、その財源不足額が確定したことに

より臨時財政対策債の発行限度額が確定

したものです。

　議案第５４号「平成２２年度摂津市介

護保険特別会計補正予算（第１号）」は、

既定の予算額に１億１９９万４，０００

円を追加し、補正後額３８億７，５２１

万１，０００円といたすものであります。

歳出の主なものは介護保険給付費準備基

金への積立金、過年度分国庫府費返還金、

一般会計繰出金、歳入といたしまして前

年度繰越金を計上しております。

次に議案第５５号は「副市長の選任につ

いて同意を求める」ものでございまます。

第５６号は「教育委員会委員の任命につ

いて同意を求める」ものであります。ま

た、議案第５７号では「公平委員会委員

の選任について同意を求める」ものでご

ざいます。

　議案第５８号は「摂津市総合計画基本

構想について議会の議決を求める件」で

ございますが、これは平成２２年次に現

在の「第３次摂津市総合計画」が終了を

迎えることから地方自治法第２条第４項

の規定により、議会の議決を求めるもの

であります。

　議案第５９号は、「工事請負契約締結

の件」でございますが、（仮称）摂津市

営三島住宅等建設工事でございます。契

約の方法は、一般競争入札で、契約金額

は１４億８，７５０万円でございます。

契約の相手方は、佐藤工業・小野工建特

定建設工事共同企業体、代表者は、大阪

市中央区北浜一丁目１番６号、佐藤工業

株式会社大阪支店、常務執行役員支店長、

大前和博でございます。

　議案第６０号から議案第６３号は、

「動産取得に関する件」でございます。

議案第６０号は、地上デジタル放送対応

薄型テレビ（その１）として契約締結の

議案を上程しております。契約の方法は、

指名競争入札で、契約金額１，２５７万

９，０００円、契約の相手方、大阪府　

摂津市正雀本町一丁目２０番１０号、木

原電気株式会社、代表取締役、市川幸衛

です。

　議案第６１号は、地上デジタル放送対

応薄型テレビ（その２）として契約締結

の議案を上程しております。契約の方法

は、指名競争入札で、契約金額１，６２

５万４，０００円、契約の相手方、大阪

府　摂津市正雀本町一丁目２０番１０号、

木原電気株式会社、代表取締役、市川幸

衛です。

　議案第６２号は、パーソナルコンピュー

タ（その１）として契約締結の議案を上

程しております。契約の方法は、指名競

争入札で、契約金額４，３９９万５，０

００円、契約の相手方、大阪府　摂津市

千里丘二丁目１３番２６号、トミヤ文具

店、代表者杉本公男でございます。

　議案第６３号は、パーソナルコンピュー

タ（その２）として契約締結の議案を上

程しております。契約の方法は、指名競

争入札で、契約金額４，３０５万円、契

約の相手方、大阪府　摂津市千里丘二丁

目１番２６号、トミヤ文具店、代表者杉

本公男でございます。

　次の議案第６４号は「大阪広域水道企

業団の設置に関する協議の件」でござい

ますが、水道用水供給事業の経営に関す

る事務等を共同処理するため、地方自治

法第２８４条第２項の規定により規約を

定め、関係市町村で企業団を設置するこ
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とについて議会の議決を求めるものでご

ざいます。

　議案第６５号の「摂津市民図書館条例

の一部を改正する条例制定の件」と、議

案第６６号の「摂津市立鳥飼図書センター

条例の一部を改正する条例制定の件」で

ございますが、図書館の管理を指定管理

者に行わせるに所要の改正を行うもので

あります。

　議案第６７号は「摂津市立ふれあいの

里条例の一部を改正する条例制定の件」

でございますが、「ひびき園」は精神薄

弱者福祉法に基づく通所授産施設として

昭和５８年４月１日に、「はばたき園」

は同法に基づく通所厚生施設にとして平

成元年４月１日に設置し、運営してきま

した。今後は、両園をまとめ、障害者自

立支援法に基づく生活介護、就労移行支

援及び就労継続支援の事業を一体的に行

うため、所要の改正を行うものです。

　議案第６８号は「摂津市火災予防条例

の一部を改正する条例制定の件」でござ

いますが、「対象火気設備等の位置、構

造及び管理並びに対象火気器具等の取扱

いに関する基準を定める省令」及び「住

宅用防災機器の設置及び維持に関する条

例の制定に関する基準を定める省令」の

改正に伴い所要の改正を行うものです。

以上、今回の第３回の定例会にお願いを

いたしております提出案件の説明とさせ

ていただきます。

○森内一蔵委員長　説明が終わりました。

この際、何か質問がございましたらお受

けいたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森内一蔵委員長　質問がないようです。

　暫時休憩します。

（午前１０時２１分　休憩）

（午前１０時３０分　再開）

○森内一蔵委員長　議会運営委員会を再

開します。

　議案第５８号、摂津市総合計画基本構

想について議会の議決を求める件の取り

扱いについて協議します。

　まず、事務局から前回、第３次総合計

画基本構想の審査方法等について説明を

受け、その後、協議したいと思います。

それでは、事務局から説明をお願いしま

す。

　池上参事。

○池上事務局参事　それでは、総合計画

基本構想の審査方法等の前例についてご

説明いたします。

　前々回、第２次総合計画基本構想につ

きましては、昭和６０年第１回定例会に、

前回、第３次総合計画基本構想は平成７

年第２回定例会で提案され、その審査方

法等につきまして、それぞれ議会運営委

員会で協議されております。いずれも、

特別委員会を設置して、閉会中の継続審

査とされました。

　特別委員会の名称につきましては、前々

回、前回とも「総合計画基本構想審査特

別委員会」と決定されました。

　委員数は、前々回、前回とも、各会派

からの代表により構成するということか

ら定数を決められております。

　前々回、当時は７会派のため各会派か

ら一人と５人を超えている会派からもう

一人ということで、計８人で構成、前回

は、当時６会派のため各会派から一人、

５人超え会派からプラス１人の計７人で

構成すると決定されました。

○森内一蔵委員長　説明が終わりました。

　まず、名称については、前回同様「総

合計画基本構想審査特別委員会」でよろ

しいでしょうか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○森内一蔵委員長　それでは、そのよう

に決定します。
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　次に、審査は閉会中の継続審査とする

ことで、よろしいでしょうか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○森内一蔵委員長　それでは、そのよう

に決定します。

　次に、委員の選出及び定数について、

前回同様、各会派から一人選出、現在７

会派ですので、委員定数は７人とするこ

とで、よろしいでしょうか。」

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○森内一蔵委員長　それでは、そのよう

に決定します。

　次に、各会派からの氏名の報告期日に

ついて、事務局から説明をお願いします。

　池上参事。

○池上事務局参事　氏名の報告について

ですけれども、このあと、日程案をご説

明させていただきますが、定例会初日の

本会議において提案説明を受けたのち、

特別委員会を設置し、付託することにな

りますことから、事務的なことも考え合

わせますと、本会議初日の昼の休憩の間、

１２時３０分頃までに報告いただければ

と考えております。

○森内一蔵委員長　説明が終わりました。

氏名報告期日について、事務局の説明の

とおりでよろしいでしょうか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○森内一蔵委員長　それでは、氏名の報

告は、本会議初日、１０日の午後０時３

０分までにお願いします。　　　　　　

　暫時休憩します。

（午前１０時３５分　休憩）

（午前１０時３６分　再開）

○森内一蔵委員長　再開します。

　第３回定例会の審議日程及び議事日程

について、事務局から説明をお願いしま

す。

　池上参事。

○池上事務局参事　第３回定例会の審議

日程等の事務局案について説明申し上げ

ます。まず、会期は、９月１０日から９

月３０日までの２１日間でございます。

審議日程につきましては、本会議初日の

９月１０日は、付託案件についての提案

説明、質疑、即決案件の審議でございま

す。

　また、この日の午後５時１５分が議会

議案の届出締切りでございます。

　なお、本会議終了後、引き続き、議会

活動等検討委員会が開催される予定です。

１３日が建設及び民生常任委員会、１４

日が総務及び文教常任委員会で、１４日

の正午が一般質問の届出締切りでござい

ます。

　なお、１３日の建設常任委員会終了後、

引き続き、建設常任委員協議会が開催さ

れる予定です。

　続いて、２２日が議会運営委員会、２

７日は本会議で、一般質問。２８日の本

会議では、一般質問に続き、休会分の委

員長報告、採決の後、議会議案の審議と

なっております。

　２９日及び３０日の本会議は、役員改

選でございます。

　また、３０日の本会議終了後開催いた

だく議会運営委員会は、次の定例会の審

議日程の仮決定をお願いするものでござ

います。

　以上が審議日程案でございます。

　続きまして、２ペ－ジからの議事日程

について説明申し上げます。

　まず、９月１０日につきましては、日

程１が会期の決定。

　日程２が議案第５５号から第５７号の

副市長の選任同意、教育委員の任命同意、

及び公平委員会委員の選任同意で、先ほ

どの協議会での態度表明をもとに、議案

第５５号及び議案第５６号については一

括起立採決、議案第５７号については簡
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易採決と備考欄に記載いたします。

　なお、この副市長の選任について同意

されましたら、申し合わせにより小野副

市長よりあいさつを受けていただくこと

になります。

　日程３が認定第１号など１６件で、提

案理由の説明、質疑を受けたのち、所管

の委員会に付託で、このうち認定第１号

から認定第９号までの決算審査につきま

しては、閉会中の継続審査でございます。

　日程４は、議案第５８号、総合計画基

本構想の審議ですが、提案理由の説明、

質疑を受けたのち、先ほどの協議の結果、

特別委員会を設置し、付託の上、閉会中

の継続審査となります。

　次に、日程５は報告第１３号で、報告

を受けていただき、日程６は議案第５９

号、工事請負契約締結の件で即決、日程

７は議案第６０号、動産取得に関する件

など４件で、いずれも即決でございます。

　次に、３ページでございますが、２７

日は、一般質問でございます。

２８日につきましては、日程１、一般質

問ののち、日程２が議案第５３号、平成

２２年度一般会計補正予算（第２号）な

ど付託案件の７件で、委員長報告、採決

となります。

　次に、２９日及び３０日につきまして

は、議会役員の改選でございまして、議

事日程につきましては、両日とも、常任

委員会委員及び議会運営委員会委員選任

の件でございます。

　以上が議事日程でございます。

　次のページの議案付託表につきまして

は、各常任委員会と議会運営委員会及び

特別委員会で審査いただく案件でござい

ます。なお、総合計画基本構想の審査に

つきましては、先ほど特別委員会設置を

決定されましたが、現段階では未設置の

ため、「９月１０日設置予定」といたし

ております。

　最後、別にとじております所管別分割

表につきましては、認定第１号、平成２

１年度一般会計歳入歳出決算、議案第５

３号、平成２２年度一般会計補正予算

（第２号）について、付託された委員会

で審査いただく内容でございます。

○森内一蔵委員長　ただいま事務局から

説明がありましたとおりで、よろしい

でしょうか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○森内一蔵委員長　それでは、そのよう

に決定します。

　以上で本委員会を閉会いたします。

（午前１０時４１分　閉会）

　

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　議会運営委員長　　森　内　一　蔵

　

　議会運営委員　　村　上　英　明
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